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令和２年度の成瀬ダム建設事業費は２３２．３億円（前年
度比約１．４４倍※工事諸費含む）で、本体建設工事、国道付替工
事、取水設備工事等の進捗を図るほか、今年度から新たに放
流設備工事へ着手します。

２号トンネル舗装工事、２号橋上部工工事の進捗を図ります。

ダム本体建設工事

国道付替工事

堤体を構築する工事や堤体に使用する材料を採取する工事の
進捗を図ります。

ダム湖から取水した水を農業用水や水道用水等として下流へ
流す際の水の量を調節する設備の工場製作に着手します。

放流設備工事

凡 例

令和元年度まで

令和２年度予定

本体建設工事の進捗を図ります

放流設備工事に着手します

国道付替工事の進捗を図ります

取水設備工事の進捗を図ります

付替林道工事の進捗を図ります



第4回 成瀬ダムモニタリング委員会 審議結果要旨
１．令和元年度のモニタリング調査結果について
・令和元年度のモニタリング調査結果について審議した。
➢水質調査 ➢クマゲラ調査 ➢移植済み植物モニタリング調査
➢魚類調査 ➢底生動物 ➢付着藻類 ➢ダム下流河川物理環境調査

【審議結果】
・工事に伴う水質の影響はほとんど無いと考えられる。
・痕跡が複数確認されるもののクマゲラを直接確認できていない。ダム建設事業
地はそのうち一部であり影響はないと考えられるが、生息状況把握のため今後
も調査を継続するものとする。

・発芽および越冬芽を確認しており、移植後の状況は概ね良好である。
・対象魚類に変化はなかったが個体数に変動があった。影響を把握するため今後
も調査を継続するものとする。

・底生動物および付着藻類は前回調査と比較し大きな変化がみられないため、次
回は試験湛水前に調査を実施する。

・ダム下流の河道（物理環境）の変化を把握するため、次回は試験湛水前に調査
を実施する。

２．令和２年度のモニタリング調査計画
・令和2年度のモニタリング調査計画について審議した。

【審議結果】
・令和2年度のモニタリング調査計画について了承された。
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成瀬ダムでは『工事中の環境保全措置や環境配慮事項など』について、
適切にモニタリングしていくために必要な指導や助言を得るため、専門
家から構成される『成瀬ダムモニタリング委員会』の第４回委員会を令
和２年２月１９日（水）に秋田市内にて開催しました。

【委員長挨拶】 【委員会開催状況】



冬期通行止めとなっている国道３４２号の「東成瀬村椿川字逆川中森～岩手県境」まで
の区間が、令和2年4月2４日(金)12:00に冬期通行止め解除となる予定です。
詳しくは「あきたのみち情報」http://road.pref.akita.lg.jp にてご確認下さい。

成瀬ダムでは新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から「ダム見学会」およ
び「ダムカード配付」について一時休止しているところですが、令和2年4月16日に
「非常事態宣言」の発令地域が全国に拡大されたことを受け、休止期間を４月末から
さらに延長する予定です。

★★再開した際にはウェブサイト等でお知らせします★★
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成瀬ダムの建設現場においては、多くの作業員の方々により工事が進められており
ます。
こうした中で、成瀬ダム工事事務所としては、国の「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」に基づき、各工事会社に指導しており、各工事会社においても
新型コロナウイルス感染症対策を実施し、感染の拡大防止に努めております。

実施している対策としては、
・成瀬ダム建設現場に入る予定（新規、再入場）の方については、県内入りする
前２週間の体調管理（体温測定、症状）の実施

・海外渡航歴、現場までの移動経路、家族や会社など周囲の感染の有無の確認
・現場入り以降は、毎日の体調確認（体温測定、症状）
・不要不急の外出を自粛する

等を実施しており、さらに、
・現場事務所、現場宿舎の共用部分（ドアノブ、階段手摺）を定期的に消毒
・アルコール消毒液による手洗い
・TV会議の活用

等、各会社で工夫して独自の取り組みも実施しています。

今後も、新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組んで参りますので、
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

ご不明な点や、お聞きしたいことがあった際には、下記までご連絡下さい。


